
総合評価方式（設計業務）における配置予定技術者の 

手持ち業務件数の見直しについて【令和 8年 6月より適用】 

 
令和８年４月 10日 

 
総合評価方式（設計業務）における技術者要件の評価項目「手持ち業務件数」について、下記のとおり改定し

ます。 
 
１ 改定内容 
① 設計業務（難度） 
② 現行 

大項目 中項目 小項目 評価基準 配点 評価内容等 

技

術

者

要

件 

管

理

技

術

者 

手持ち 

業務件数 

管理技術者の 

手持ち業務件数 

０件 10 配置予定の管理技術者が、指名通知日において、管理（主任）技術者又は担当

技術者として従事している契約中の手持ち業務件数により評価します。 

・手持ち業務件数とは、国、地方公共団体又はその他政令等で定める法人が発

注した測量・設計（金額を問わずすべて）の業務委託で、管理（主任）技術者

又は担当技術者として契約を行っている件数とします。ただし、単価契約によ

る業務については、件数に含みません。 

１件～３件 7 

４件～９件 4 

１０件以上 0 

※担当技術者①、②も同様 

 

 

改定 

大項目 中項目 小項目 評価基準 配点 評価内容等 

技

術

者

要

件 

管

理

技

術

者 

手持ち 

業務件数 

管理技術者の 

手持ち業務件数 

０件～２件 5 配置予定の管理技術者が、指名通知日において、管理（主任）技術者又は担当

技術者として従事している契約中の手持ち業務件数により評価します。 

・手持ち業務件数とは、国、地方公共団体又はその他政令等で定める法人が発

注した測量・設計（金額を問わずすべて）の業務委託で、管理（主任）技術者

又は担当技術者として契約を行っている件数とします。ただし、単価契約、三

重県との災害協定に基づく対応業務については、件数に含みません。 

３件～５件 4 

６件～７件 3 

８件～９件 2 

１０件以上 0 

※担当技術者①、②については、項目を廃止する。 

 

③ 設計業務（高度・標準） 
現行 

大項目 中項目 小項目 評価基準 配点 評価内容等 

技

術

者

要

件 

管

理

技

術

者 

手持ち 

業務件数 

管理技術者の 

手持ち業務件数 

０件 20 配置予定の管理技術者が、指名通知日において、管理（主任）技術者として従

事している契約中の手持ち業務件数により評価します。 

・手持ち業務件数とは、四日市港管理組合と三重県が発注した測量・設計（金

額を問わずすべて）の業務委託で、管理（主任）技術者として契約を行ってい

る件数とします。ただし、単価契約による業務については、件数に含みません。 

１件 15 

２件 10 

３件 5 

４件以上 0 

 

 

 

改定 

大項目 中項目 小項目 評価基準 配点 評価内容等 

技

術

者

要

件 

管

理

技

術

者 

手持ち 

業務件数 

管理技術者の 

手持ち業務件数 

０件 20 配置予定の管理技術者が、指名通知日において、管理（主任）技術者として従

事している契約中の手持ち業務件数により評価します。 

・手持ち業務件数とは、四日市港管理組合と三重県が発注した測量・設計（金

額を問わずすべて）の業務委託で、管理（主任）技術者として契約を行ってい

る件数とします。ただし、単価契約による業務、災害協定に基づく対応業務に

ついては、件数に含みません。 

１件 15 

２件 10 

３件 5 

４件以上 0 

 
２ 適用時期 
令和８年６月１日以降指名通知にかかるものから適用を予定しています。 

 
【総合評価方式に関する問合せ先】 

四日市港管理組合経営企画部 建設課     TEL：０５９－３６６－７０２８ 
              防災営繕課   TEL：０５９－３６６－７０２７ 


